
手 　続　 項　 目
摘　　　　　要

決算事務
年度末締切（帳簿締切、組合員名簿整理）



決算関係書類の作成
（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、事業計画書、収支予算案）
理事会招集までに作成する

理事会
理事会招集状の発送
理事会開催の１週間前までに到達するよう発送する


理事会開催（通常総会提出議案審議、開催日時・場所等決定）


監査等
監事への決算関係書類提出（理事より）
通常総会開催日の１週間前までに書類提出する


決算関係書類事務所備付閲覧
通常総会開催日の１週間前までには備付閲覧する


監事より監査意見書を理事へ提出
理事は監査意見書を決算書に添えて通常総会に提出する

総会・

理事会
通常総会招集状の発送
通常総会開催日の１０日前までに到達するよう発する


通常総会開催

（決算関係書類の承認、事業計画・収支予算の承認、経費の賦課、借入金の限度額決定等）



理事会開催（代表理事・専務理事等の選任）
役員改選を行う場合のみ


総会終了後の事務処理（議事録作成、剰余金処分、損失処理、持分計算・払戻、配当）


行政庁への届出・

認可申請
行政庁への決算関係書類提出
通常総会終了後、２週間以内に提出する


行政庁への役員変更届
代表者就任後、２週間以内に提出する


定款変更認可申請（行政庁へ）
定款変更を決議した場合、行政庁に対し速やかに申請書を提出する


行政庁より認可書到達


登記
出資総口数及び払込済出資総額変更登記
決算日（年度末）より４週間以内に行う


代表理事変更登記
代表者就任後、２週間以内に行う


事務所の変更

（定款変更を伴う場合がある）
変更から２週間以内に行う


変更登記

（上記以外は定款変更が必要となる）
定款変更認可書到達より２週間以内

税務
法人税、事業税、消費税等の確定申告・納付
決算日より２ヵ月以内に行う

（総会承認を要する）

